
 

 

 

 

 

 

訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプランの届出について（通知） 

 

   平成 30 年 10 月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪

問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、基準回数以上のケアプランについて、保

険者への届出が必要です。 

 

１ 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護 

   訪問介護（生活援助中心型サービス）の回数（１月あたり）   

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基準回数 ２７回 ３４回 ４３回 ３８回 ３１回 

  ※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合（生活援助加

算）の回数を含みません。 

 

２ 届出の時期及び期限 

   平成 30 年 10 月１日以降に、利用者の同意を得て交付（作成又は変更）をした居宅サービス計

画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てく

ださい。 

  ＜例＞ 10 月に作成したもの → 11 月末日までに届出が必要 

 

 ※作成又は変更の内容については、別紙「訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプラン

の届出書（兼理由書）」を確認してください。 

 

３ 提出書類 

（１） 訪問介護（生活援助中心型）の回数が多いケアプランの届出書（兼理由書） 

（２） 居宅サービス計画書「第 1 表」～「第 7 表」、「アセスメント表・基本情報」の写し、 

訪問介護計画書の写し 

※居宅介護サービス計画書「第 1表」は、利用者へ交付し署名があるもの 

※居宅介護支援経過「第 5 表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載 

したページのみの提出で可 

      ※訪問介護計画書は、訪問介護事業所から提出を受けたもの 

      ※用紙のサイズはＡ４サイズに統一してください。 

（裏面につづく） 

平成 31 年 1 月 15 日 山口市介護サービス提供事業者 

連絡協議会居宅介護支援事業部会（居宅部会）資料①  

昨年 9月 26日に通知しておりますが、追加事項があります 

（アンダーライン部分）ので、再度配布します。 



４ 提出先 

  〒753-8650 山口市亀山町 2番 1 号 

  山口市 健康福祉部 介護保険課 介護給付担当（山口総合支所１階）  TEL 083-934-2795 

   （郵送の場合は封筒に「生活援助中心型ケアプラン届出書」とお書きください。） 

  ※小郡保健福祉センター内介護保険課、各総合支所総合サービス課（秋穂、阿知須、徳地、 

阿東）でも提出可 

 

５ 提出後の流れ 

  御提出いただいた書類については、地域ケア会議等で検証を行う予定ですが、訪問介護（生活

援助中心型）サービスが一定回数以上となったことをもって、サービスの利用制限を促すのでは

ありません。利用者の自立支援・重度化防止にとって良いサービスが提供されるように多職種協

働での検討を行います。 

  なお、地域ケア会議には、担当介護支援専門員及び訪問介護事業所担当者に御参加いただきま

す。 

 

６ 参考資料（別添） 

・「平成 30 年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.7）（平成 30 年 11 月 7日）」の送付について 

（平成 30年 11 月 7 日 厚労省事務連絡 介護保険最新情報 Vol.690） 

・「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について 

（平成 30年 5月 10 日老振発 0510 第 1 号 介護保険最新情報 Vol.652） 

 

７ 根拠法令（別添） 

 根拠法令【抜粋】（下記条例等を抜粋し、まとめたもの） 

 

・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」（平成 11 年 7 月 29 日老

企第 22 号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）【抜粋】 

・「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成 12 年厚生省告示第 19 号）

別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表【抜粋】 

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理

指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する

基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 12年 3 月 1日老企第 36 号厚生省老人保

健福祉局企画課長通知）【抜粋】 

・山口市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成 30 年 3

月 15 日 条例第 27 号）【抜粋】 

    


